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公益財団法人原田積善会定款 
 

第１章 総則 
 
（名称）  
第１条 この法人は、公益財団法人原田積善会（以下「本会」という。）と称する。 
 
（事務所） 
第２条 本会は、主たる事務所を東京都世田谷区に置く。 
 

第２章 目的及び事業 
 
（目的） 
第３条 本会は、社会福祉事業の増進、学芸技術の振興、文化事業の奨励及び国際相互理解の促進

に寄与することを目的とする。 
 
（事業） 
第４条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業に対し助成ないし寄附を行う。 
一 社会公徳心の作興及び地域等の文化の発展に関する事業 
二 社会に貢献する顕著な学芸技術の研究、有益な発明発見及び教育に関する事業 
三 障害者又は生活困窮者の支援を目的とする事業 
四 児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業 
五 高齢者の福祉の増進を目的とする事業 
六 教育、スポーツ等を通じて国民の健全な発達に寄与する事業 
七 国際相互理解の促進、平和への貢献に関する事業 
八 社会福祉事業その他文化事業の発展に著しい功績のあった者に対する顕彰等の事業 
九 災害救援を目的とする事業 

２ 本会は、その公益目的事業の推進に資するため、不動産賃貸事業を行うことができる。 
 

（事業区域） 
第５条 前条の事業は、日本全国において行う。 

 
第３章 資産及び会計 

 
（財産の拠出） 
第６条 創設者原田二郎は、金 10,200,000 円を本会のために拠出した。 
 
（基本財産） 
第７条 基本財産は、本会の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会及び評議員会

が定めたものとする。 
 ２ 基本財産は、本会の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、

基本財産の一部を処分しようとするとき、又は基本財産から除外しようとするときは、あらかじ

め理事会及び評議員会の承認を要する。 
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（事業年度）  
第８条 本会の事業年度は、毎年 1 月 1 日に始まり、同年 12 月 31 日に終わる。 
 
（事業計画及び収支予算） 
第９条 本会の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類につ

いては、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長（第 25 条第３項に定める代表理事をいう。

以下同じ。）が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。 
２ 前項の書類については、その書類を承認した理事会の後、最初に開催される評議員会に報告し

なければならない。 
３ 第 1 項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の

閲覧に供するものとする。 
４ 第 1 項の書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならな

い。 
 
（事業報告及び決算） 
第 10 条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後 3 箇月以内に、理事長が次の書

類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、その承認を受け

なければならない。 
一 事業報告 
二 事業報告の附属明細書 
三 貸借対照表 
四 正味財産増減計算書 
五 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書 
六 財産目録 

２ 前項の規定により承認された書類のほか、次の書類を主たる事務所に 5 年間備え置き、個人の

住所に関する記載を除き、一般の閲覧に供するものとする。 
一 監査報告 
二 評議員並びに理事及び監事の名簿 
三 評議員並びに理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類 
四 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書

類 
３ 定款については、主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 
４ 第 1 項及び第 2 項に規定する書類については、毎事業年度の経過後 3 箇月以内に行政庁に提出

しなければならない。 
５ 貸借対照表は、定時評議員会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。 
 
（公益目的取得財産残額の算定） 
第 11 条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第 48 条の規定

に基づき、毎事業年度、当該事業年度末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第 2 項

第 4 号に規定する書類に記載するものとする。 
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第４章 評議員 
 
（評議員）  
第 12 条 本会に、評議員 5 名以上 10 名以内を置く。 
２ 評議員のうち、1 名を評議員会会長とする。 
 
（評議員の選任及び解任） 
第 13 条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成 18 年法律

第 48 号。以下「一般法人法」という。）第 179 条から第 195 条までの規定に従い、評議員会の決

議をもって行う。 
２ 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。 
一 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の 3 分の 1 を超

えないものであること 
イ 当該評議員及びその配偶者又は 3 親等内の親族 
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 
ハ 当該評議員の使用人 
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって

生計を維持しているもの 
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者 
ヘ ロからニまでに掲げる者の 3 親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの 

二 他の同一の団体（公益法人を除く。）の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総

数の 3 分の 1 を超えないものであること 
イ 理事 
ロ 使用人 
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのある

ものにあっては、その代表者又は管理人）又は業務を執行する社員である者 
ニ 次に掲げる団体においてその職員（国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。）で

ある者 
① 国の機関 
② 地方公共団体 
③ 独立行政法人通則法第 2 条第 1 項に規定する独立行政法人 
④ 国立大学法人法第 2 条第 1 項に規定する国立大学法人又は同条第 3 項に規定する大学共

同利用機関法人 
⑤ 地方独立行政法人法第 2 条第 1 項に規定する地方独立行政法人 
⑥ 特殊法人（特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省

設置法第 4 条第 15 号の規定の適用を受けるものをいう。）又は認可法人（特別の法律によ

り設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。） 
３ 評議員会会長は、評議員会の決議によって評議員の中から選定する。 
４ 評議員は、本会の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。 
５ 評議員が次のいずれかに該当するときは、評議員会の議決によって解任することができる。  
一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 
二 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 

６ 評議員に異動があったときは、2 週間以内に登記し、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なけれ

ばならない。 
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（評議員の任期） 
第 14 条 評議員の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評

議員会の終結の時までとする。また、再任を妨げない。 
２ 前項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任

期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。 
３ 評議員は、第 12 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した

後も、新たに選任された評議員が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。 
 
（報酬等） 
第 15 条 評議員に対して、その職務執行の対価として、評議員会において別に定める報酬等の支

給基準に従って報酬等を支給することができる。その報酬等の額は、各年度の総額が１００万円

を超えないものとする。 
２ 前項の報酬等のほか、評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることがで

きる。 
 

第５章 評議員会 
 
（評議員会） 
第 16 条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。 
 
（権限） 
第 17 条 評議員会は、次の事項について決議する。 
一 評議員の選任又は解任並びに理事及び監事の選任又は解任 
二 理事及び監事の報酬等の額並びに評議員、理事及び監事に対する報酬等の支給基準 
三 事業報告及びその附属明細書の承認 
四 貸借対照表、正味財産増減計算書及びこれらの附属明細書並びに財産目録の承認 
五 定款の変更 
六 事業の全部又は一部の譲渡 
七 残余財産の帰属の決定 
八 基本財産の処分又は除外の承認 
九 その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 

 
（開催） 
第 18 条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後 3 箇月以内に 1 回開催するほか、臨

時評議員会として必要がある場合に開催する。 
 
（招集） 
第 19 条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集

する。 
２ 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招

集を請求することができる。 
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（議長） 
第 20 条 評議員会の議長は、評議員会会長とする。 
２ 評議員会会長が欠けたとき又は評議員会会長に事故があるときは、出席評議員の中から議長を

選定する。 
 
（決議） 
第 21 条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数

が出席し、その過半数をもって行う。 
２ 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評

議員の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行わなければならない。 
一 監事の解任 
二 定款の変更 
三 基本財産の処分、除外の承認 
四 その他法令で定められた事項 

３ 評議員、理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第 1 項の決議を行

わなければならない。 
 
（決議の省略） 
第 22 条 理事が評議員会の目的である事項につき提案した場合において、当該提案につき評議員

（当該事項について議決に加わることができるものに限る。）の全員が書面又は電磁的記録により

同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。 
 
（報告の省略） 
第 23 条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その

事項を評議員会に報告することを要しないことについて評議員の全員が書面又は電磁的記録によ

り同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。 
 
（議事録） 
第 24 条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 
２ 議長及び議長以外の評議員２名は、前項の議事録に記名押印する。 
３ 第 1 項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に 10 年間備え置かなければならない。

第 22 条の規定により作成した評議員会の決議の省略の意思表示を記載した書面についても同様

とする。 
 

第６章 役員 
 
（役員の設置）  
第 25 条 本会に、次の役員を置く。  
一 理事 3 名以上 6 名以内  
二 監事 1 名以上 2 名以内  

２ 理事のうち 2 名以内を代表理事とする。また、代表理事以外の理事のうち 2 名以内を業務執行

理事（一般法人法第 197 条で準用する同法第 91 条第 1 項に規定する理事会の決議により法人の

業務を執行する理事として選定された理事をいう。以下同じ。）とすることができる。 
３ 代表理事のうち 1 名を理事長とし、理事長以外の代表理事を専務理事とする。また業務執行理
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事を常務理事とすることができる。 
 
（役員の選任）  
第 26 条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。 
２ 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 
３ 理事長及び専務理事は、理事会の決議によって代表理事の中から選定する。また、常務理事は

理事会の決議によって業務執行理事の中から選定する。 
４ 監事は本会又はその子法人の評議員、理事又は使用人を兼ねることができない。 
５ 各理事について、その理事及びその配偶者又は三親等以内の親族その他特殊の関係がある者で

ある理事の合計数が、理事総数の 3 分の 1 を超えてはならない。監事についても同様とする。 
６ 他の同一の団体（公益法人を除く。）の役員又は使用人もしくは職員等である者である理事の合

計数が、理事総数の 3 分の 1 を超えてはならない。監事についても同様とする。 
７ 役員に異動があったときは、2 週間以内に登記し、遅滞なくその旨を行政庁に届出なければな

らない。 
 
（理事の職務及び権限） 
第 27 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。 
２ 理事長及び専務理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を

執行する。 
３ 常務理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。 
４ 理事長、専務理事、常務理事及び常務理事以外の業務執行理事は、毎事業年度に 4 箇月を超え

る間隔で 2 回以上、自己の職務の状況を理事会に報告しなければならない。 
 
（監事の職務及び権限） 
第 28 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 
２ 監事は、理事会に出席し、必要があると認められるときは、意見を述べなければならない。 
３ 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を

調査することができる。 
 
（役員の任期） 
第 29 条 理事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議

員会の終結の時までとする。 
２ 監事の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の

終結の時までとする。 
３ 前 2 項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理

事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 
４ 理事又は監事については、再任を妨げない。 
５ 理事又は監事が第 25 条に定める定数に足りなくなるとき又は欠けたときは、任期の満了又は

辞任により退任した後も、それぞれ新たに選任された理事又は監事が就任するまで、なお理事又

は監事としての権利義務を有する。 
 
（役員の解任）  
第 30条 役員が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。  
一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき 
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二 心身の故障のため職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき 
 
（報酬等） 
第 31 条 役員に対して、その職務執行の対価として、評議員会において別に定める総額の範囲内

で、報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。 
２ 前項の報酬等のほか、役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができ

る。 
３ 第 1 項に規定する報酬等の支給基準については、理事等の勤務形態に応じた報酬等の区分、金

額の算定方法、支給の方法及び形態が明らかとなるように、評議員会の決議により定めるものと

する。 
 
（損害賠償責任の免除） 
第 32 条 本会は、一般法人法第 198 条で準用する同法第 114 条第 1 項の規定により、任務を怠っ

たことによる理事又は監事（理事又は監事であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の定める

限度において理事会の決議によって免除することができる。 
２ 本会は、一般法人法第 198 条で準用する同法第 115 条第 1 項の規定により、外部理事又は外部

監事との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。

ただし、当該契約に基づく責任の限度は、金 10 万円と同法第 198 条で準用する同法第 113 条で

定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。 
 

第７章 理事会 
 
（理事会の構成） 
第 33 条 理事会は、すべての理事をもって構成する。 
 
（権限） 
第 34 条 理事会は、次の職務を行う。 
一 評議員会の日時、場所及び目的である事項その他の評議員会の招集に関する事項の決定 
二 本会の業務執行の決定 
三 理事の職務の執行の監督 
四 理事長、専務理事、常務理事及び常務理事以外の業務執行理事の選定及び解職  

 
（招集） 
第 35 条 理事会は、理事長が招集するものとする。 
２ 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、専務理事が理事会を招集する。 
  
（議長） 
第 36 条 理事会の議長は、理事長とする。 
２ 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、専務理事が理事会の議長となる。 
 
（決議） 
第 37 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席

し、その過半数をもって行う。 
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（決議の省略） 
第 38 条 前条の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場

合において、理事（当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が当該提案

について書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する理事会の

決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りでない。 
 
（報告の省略） 
第 39 条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したとき

は、当該事項を理事会へ報告することを要しない。 
２ 前項の規定は、第 27 条第 4 項に規定する報告については適用しない。 
 
（議事録） 
第 40 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 
２ 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、代表理事の変更を行う

理事会については、出席した理事の全員及び監事が記名押印する。 
３ 第 1 項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に 10 年間備え置かなければならない。

第 38 条の規定により作成した理事会の決議の省略の意思表示を記載した書面についても同様と

する。 
 

第８章 定款の変更及び解散 
 
（定款の変更） 
第 41 条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。 
２ 前項の規定は、この定款の第 3 条及び第 4 条並びに第 13 条についても適用する。 
 
（解散） 
第 42 条 本会は、法令で定められた事由により解散する。 
 
（公益認定の取消し等に伴う贈与） 
第 43 条 本会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合（その

権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。）には、評議員会の決議を経て、公益目的

取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から 1 箇月以

内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成 18 年法律第 49 号。以下「公

益認定法」という。）第 5 条第 17 号に掲げる法人又は国もしくは地方公共団体に贈与するものと

する。 
 
（剰余金の処分制限） 
第 44 条 本会は、剰余金の分配をすることはできない。 
 
（残余財産の帰属） 
第 45 条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益認定法

第 5 条第 17 号に掲げる法人又は国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。 
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第９章 公告 

 
（公告の方法） 
第 46 条 本会の公告は、官報に掲載する方法により行う。ただし、貸借対照表については、一般

法人法第 199条において準用する同法第 128条第 3項に規定する措置により開示することができ

る。 
 

第 10 章 事務局その他 
 
（事務局） 
第 47 条 本会に事務局を置き、職員の任免は、重要な職員については理事会の決議に基づき理事

長が行い、それ以外の職員については理事長が行う。 
２ 事務局の組織、内部管理に必要な規則その他については、理事会が定める。 
 
（相談役及び顧問） 
第 48 条 本会に 1 名以上 2 名以内の相談役及び 1 名以上 3 名以内の顧問（以下「相談役等」とい

う。）を置くことができる。 
２ 相談役等は、次の職務を行う。 
一 理事長の相談に応じること 
二 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること 

３ 相談役等の選任及び解任は、理事会において決議する。 
４ 相談役等の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員

会の終結のときまでとし、再任を妨げない。 
 
（委任） 
第 49 条 この定款に定めるもののほか、この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議を

経て、理事長が定める。 
 
附則 
１ この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人

の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成 18 年法律第 50 号。以

下「整備法」という。）第 106 条第 1 項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。 
２ 整備法第 106 条第 1 項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行った

ときは、第 8 条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記

の日を事業年度の開始日とする。 
３ 本会の最初の評議員、理事及び監事は、次に掲げる者とする。 
 評議員  杉崎重光  筒井寛昭  戸田千秋  永田俊一  原不二子 

  春 英彦  樋爪龍太郎  廣井欽哉  本澤 実 
 理 事  戸田善明  篠塚 豊  飯村欽哉  尾崎行信  世古潤壹良  
 監 事  大武健一郎 
４ 本会の最初の代表理事は、戸田善明及び篠塚豊とし、戸田善明を理事長、篠塚豊を専務理事と

する。 



























H 30 12. 6 

就  業  規  則 

 

公益財団法人 原 田 積 善 会 

 

（総 則） 

第１条 公益財団法人原田積善会（以下「本会」という）における職員の就業については、 

各法令等に基づく他、この規則に定めるところによる。 

第２条 この規則は、本会に常時勤務する職員に適用する。 

第３条 職員は、本会設立の趣旨に基づき、法令、定款及びこれに基づく規則等を遵守し、 

誠実かつ公正にその職勤を遂行しなければならない。 

第４条  職員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 

（１）  本会の信用を傷つけ、又は本会の不名誉となるような行為をしてはならない。 

（２）  職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とす 

る。 

（３）  他の職業に従事すること。ただし、理事長が職員としての職務の執行に支障がな 

  いと認めて許可したときはこの限りではない。 

 

（採 用） 

第５条  職員の採用は、選考により行う。 

選考に必要な提出書類等は別途定める。 

第６条  新たに採用した職員については、採用の日から 6ヶ月間は原則として試用期間と 

する。ただし、特殊技能又は経験を有する者には試用期間を設けないことができ

る。 

     2  試用期間中又は試用期間満了の際、引き続き就業させることを不適当と認めた

ときは、これを免職することができる。 

   3  第 1項の試用期間は、勤続年数に通算する。 

 

（勤 務） 

第７条  職員の就業時間は、次のとおりとする。ただし、季節その他の都合により変更す 

ることがある。 

（１）  就 業    始業  午前９時３０分 

                       終業  午後３時３０分 

（２）  休憩時間   正午より４５分間                                         

２  職員に特別の事由あり本会が認める場合に、その事由の終了するまで当該職員に

勤務時間の短縮を認めることとする。その勤務時間は週 20 時間（1 日の総勤務時

間 4 時間）以上とし個別に決定する。勤務時間の短縮が年度の途中で行われる場



合、本規則第 20条に定める給与はその時点で新たな勤務時間を反映して改訂する

ものとする。 

第 8条 第 7条の規定にかかわらず、職員にフレックスタイム制を適用する。 

２ フレックスタイム制が適用される職員の始業および終業の時刻については、事務

局長の了解のもと職員が自主的に決定する。ただし、始業時刻につき職員の自主

的決定に委ねる時間帯は、午前 8時から午前 10時まで、終業時刻につき従業員の

自主的決定に委ねる時間帯は、午後 2時から午後 5時までの間とする。 

（清算期間及び総勤務時間） 

第 9条 清算期間は 1箇月間とし、毎月 1日を起算日とする。 

２ 清算期間中に勤務すべき総勤務時間は、当該月の日数から、本規則第 11条以降に

定める休日（内、第 14 条及び第 15 条を除く）を差し引いた日数（勤務日数とい

う）に第 10条に定める標準勤務時間を乗じて職員ごとに算出する。 

（標準勤務時間） 

第 10 条 標準となる 1 日の勤務時間は、5 時間 15 分とする。なお、第 7 条第２項に定め

る短時間勤務の職員については、標準となる 1 日の勤務時間は 4 時間以上で労使

協定で決定する。 

第１１条 休日は次のとおりとする。 

（１）  土曜日、日曜日 

（２）  国民の祝日 

（３）  年末及び年始（１２月２９日から１月３日まで） 

（４） 前各号に掲げるほか、特に本会が指定する日 

第１２条 業務の都合上必要があると認めた場合は、前条の休日を他の日に振り替えるこ

とができる。 

第１３条 業務の都合上やむを得ない場合には、法令の定めるところに従い、時間外勤務

及び休日勤務を行わせることができる。 

第１４条  職員は、採用年度において、年 10日の年次有給休暇を受けることができる。以

後１年経過すれば 11日、2年経過すれば 12日、3年経過すれば 14日、4年経過

すれば 16日、5年経過すれば 18日、6年経過すれば 20日の有給休暇を受けるこ

とができる。 

２ 年度の途中で採用された職員は、採用月より起算した１年を設定し、年 10日の 

年次有給休暇を受けることができる。ただし、月の途中で採用した場合は 1か 

月勤務したものとみなす。年次有給休暇日数の加算及び総日数は前項に準ずる。 

   ３ 前 2項の規定により受けることができる年次有給休暇の未使用分は、翌 1年に 

限り繰り越すことができる。 

第１５条  職員は次の各号に掲げる場合には、特別休暇を受けることができる。 

（１）  本人が結婚するとき。                 ５日以内 

（２）  実子が結婚するとき。                 ３日以内 



（３）  父母、配偶者、または子が死亡したとき。  ７日以内 

（４）  祖父母、兄弟姉妹又は孫が死亡したとき。  ４日以内 

（５）  前各号のほか本会が必要と認めたとき。    必要と認める期間 

第１６条 職員は、病気その他やむを得ない事由により欠勤及び遅刻、早退しようとする場

合は、事前に届け出なければならない。ただし、事前に届け出ることができな

かった場合は、事後速やかに届け出なければならない。 

   ２  病気欠勤が７日以上に及ぶときは、医師の診断書を添えるものとする。 

第１７条  職員は、業務のため必要あるときは出張を命ぜられることがある。 

２  出張に関する手続及び出張旅費については別に定める。 

第１８条 職員が次の各号の一に該当するときは、これを解雇することができる。 

（１） 勤務成績が著しく良くないとき。 

（２） 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられないとき。 

（３） 職務に必要な適格性を欠くとき。 

（４） 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。 

（５） 禁固以上の刑に処せられたとき。 

（６） その他前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき。 

   ２ 前項の規定により職員を解雇しようとする場合は、少なくとも 30日前にその予

告をするか、又は労働基準法に規定する平均賃金の 30日分を支給して解雇する。 

第１９条  職員が退職を希望するときは、少なくとも３０日前に退職願を理事長に提出し

なければならない。ただし、やむを得ない事由があるときはこの限りではない。 

 

（給 与 等） 

第２０条  職員の給与は、別に定める「職員給与及び退職金規程」により、これを支給す

る。 

第２１条 職員の退職金は、別に定める「職員給与及び退職金規程」により、これを支給

する。 

 

（雑 則） 

第２２条 理事長は、職員が次の各号の一に該当するときは、懲戒処分として戒告、減給

又は懲戒免職の処分をすることができる。 

（１） 重要な経歴を偽り、その他不正手段によって就職した場合 

（２） 本規則に違反した場合 

（３） 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合 

（４） 職員として、ふさわしくない非行のあった場合 

（５） 故意又は過失により本会に著しい損害を与えた場合 

（６） 本会の名誉、信用を傷つけた場合 

（７） 前各号に準ずる程度の不都合のあった場合 



第２３条  職員が業務上負傷し、又は疾病にかかったときは、労働基準法の規定に従って、

療養補償、休業補償、障害補償を行う。 

第２４条  職員が故意又は過失によって本会に損害を与えたときは、その全部又は一部を

賠償させることができる。 

第２５条 この規則の実施に関して必要な事項は、理事長が別に定める。 

 

附  則 

1． 本規則は、平成３1年 1月１日より施行する。 

2． 平成２３年 1月４日より実施の「就業規則」は廃止する。 



 

 

助成先選考規則 

 

（総則） 

第１条 本会の助成先選考に関しては、この規則を適用する。 

 

（基本的な考え方） 

第２条 本会の助成事業は、随時その申請を受け付けるとともに、可及的速や

かに決定し実施するという機動性をもって助成先のニーズに応えるこ

とを本則とする。 

（公募） 

第３条 本会の助成は公募を原則とする。 

 

第４条 応募は来会のほか、電話・ファックス等でも随時受け付けることとす

る。 

（選考委員会） 

第５条 応募があった場合、事務局で確認のうえ速やかに選考委員会で審議し

て決定する。その際応募者が広域にわたること等から、各地の社会福

祉協議会、共同募金会あるいは地方公共団体の福祉関係部署等からの

推薦ないし紹介があればそれを考慮する。 

 

第６条 選考委員会は、理事長、常勤理事および事務局長より構成することと

し、理事会が選出する。 

 

第７条 選考委員会は、原則として応募があった都度開催する。 

 

第８条 選考委員会はその審議に当たって、次の各項目を吟味したうえで可否

を決定する。決定は選考委員全員一致を原則とする。但し、助成先が

選考委員と利害関係を有する場合には、当該選考委員は決議に加わる

ことは出来ない。 

（１）本件の助成が本会定款に掲げた目的及び事業に該当すること。 

（２）助成資金は、原則として応募者の行う社会公益事業にとって必要不可

欠と認められる物品購入費ないし特定のプロジェクト資金とする。 

（３）本会の当該年度の予算に即して助成金額が妥当であること。 

（４）助成時期はその助成内容に応じて、当該年度に限るもののみならず、 

複数年にまたがるものがあっても差し支えない。 



 

 

第９条 前条の審議にあたっては、可能な限り、社会福祉事業に造詣の深い専

門アドバイザーの意見を取り入れることとする。 

 

（助成の実施） 

第１０条 助成が決定された場合はできるだけ速やかに実施する。 

 

（報告） 

第１１条 選考委員は、前条に規程する助成の実施前又は実施後において、そ

の選考結果につき理事会及び評議員会開催の都度、当該理事会及び評

議員会に報告し、その了承を得るものとする。 

 

 

 

附則  この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社

団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備

等に関する法律（平成１８年法律第５０号）第１０６条第１項に定める公益

法人の設立の登記の日から施行する。 
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特定個人情報取扱規程（案）    Ｈ２７．１０．２３ 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 本規程は、公益財団法人原田積善会（以下「本会」という。）における

個人番号及び特定個人情報（以下「特定個人情報等」という。）の適正な取扱い

の確保に関し必要な事項を定める。 

（定義） 

第２条 本規程において、各用語の定義は次の通りとする。 

① 個人情報 

生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他

の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と容易に照

合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなる

ものを含む。）をいう。 

② 個人番号 

住民票コードを変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載され

た住民票に係る者を識別するために指定されるもの（個人番号に対応し、当該個

人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以

外のものを含む。以下同じ。）をいう。 

③ 特定個人情報等 

個人番号をその内容に含む個人情報をいう。 

④ 個人情報データベース等 

個人情報を含む情報の集合体であって、特定の個人情報について電子計算機を

用いて検索することができるように体系的に構成したもののほか、特定の個人

情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして個人情

報保護法施行令で定めるものをいう。 

⑤ 特定個人情報ファイル 

個人情報データベース等であって、行政機関及び独立行政法人等以外の者が保

有するもののうち、個人番号をその内容に含む個人情報ファイルをいう。 

⑥ 個人番号利用事務 

行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者が、そ
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の保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管

理するために必要な限度で個人番号を利用して処理する事務をいう。 

⑦ 個人番号関係事務 

個人番号利用事務に関して行われる他人の個人番号を必要な限度で利用して行

う事務をいう。 

⑧ 個人番号利用事務実施者 

個人番号利用事務を処理する者及び個人番号利用事務の全部又は一部の委託を

受けた者をいう。 

⑨ 個人番号関係事務実施者 

個人番号関係事務を処理する者及び個人番号関係事務の全部又は一部の委託を

受けた者をいう。 

⑩ 個人情報取扱事業者 

個人情報データベース等を事業の用に供している者（国の機関、地方公共団体、

独立行政法人及び地方独立行政法人を除く。）であって、個人情報データベース

等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数（個人情報保護法施

行令で定める者を除く。）の合計が過去６か月以内のいずれの日においても

5,000を超えないもの以外の者をいう。 

⑪ 役職員等 

評議員、理事、監事及び本会にあって直接間接に本会の指揮監督を受けて本会の

業務に従事している者ならびに本会が報酬を支払う者をいう。 

⑫ 特定個人情報の取扱い 

特定個人情報の取得、安全管理措置、保管、利用、提供、委託、及び廃棄・消去

をいう。 

（個人番号を取り扱う事務の範囲） 

第３条 本会において個人番号を取り扱う事務は、役職員等に係る源泉徴収事

務及び労働社会保険関係事務に限定する。 

（特定個人情報等の範囲） 

第４条 本会における特定個人情報等の範囲は、次に掲げる情報とする。 

① 個人の氏名、住所、生年月日、職業の有無、勤務先名、年間収入 

② ①に記載する事項の他、当該個人の給与所得者の扶養控除等（異動）申告書

に記載される事項 

第２章 組織的安全管理措置 
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（特定個人情報保護責任者） 

第５条 本会は、特定個人情報等の取扱いに関して総括的な責任を有する特定

個人情報保護責任者を設置するものとし、その責任者は理事長とする。 

２．特定個人情報保護責任者は、本会における特定個人情報等に関する全ての権

限と責務を有する。 

（事務取扱担当者の職務） 

第６条 本会は、総務担当職員が第３条に規定する業務を行うものとし、他の職

員は取り扱わせてはならない。 

２．総務担当職員は、次の各号に掲げる方法により特定個人情報等を取り扱う。 

① 特定個人情報等を含む情報は、職員が書面により入手し、管理する。 

②特定個人情報等を含む情報は、職員がパスワードで管理する電子媒体（ＵＳＢ

メモリー等）に記録する帳簿で管理する。 

③ 役職員等に係る源泉徴収票等の作成に必要な情報を記録簿に記入し、書面

による情報は廃棄又は当該役職員等に返却する。 

④源泉徴収票等の提出内容を役職員等に対して書面で報告する。 

⑤記録簿により特定個人情報等の管理状況を閲覧し、法定保管期間を経過した

特定個人情報等が廃棄されていることを確認する。 

３．特定個人情報保護責任者は、前項第 2 号に基づき作成した役職員等に係る

源泉徴収票等を行政機関等に書面により提出する。 

４．総務担当職員は、記録簿に次の事項の記録を作成し、保存しなければならな

い。 

① 特定個人情報ファイルの作成・利用状況の記録  

② 特定個人情報ファイルの削除・廃棄記録  

（情報漏洩等への対応） 

第７条 本会における特定個人情報等の取扱いに関する情報漏洩等があったと

きは、特定個人情報保護責任者が次のとおり適切に対応する。 

① 事実関係の調査及び原因の究明  

② 影響を受ける可能性のある本人への連絡  

③ 特定個人情報保護委員会及び主務大臣等への報告  

④ 再発防止策の検討及び決定  

⑤ 事実関係及び再発防止策等の公表 

（特定個人情報等の取扱状況の確認及び体制の見直し） 
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第８条 特定個人情報保護責任者は、本会における特定個人情報等の取扱いが

関係法令、本規程等に基づき適正に運用されていることを定期的に確認する。 

２．特定個人情報保護責任者は、事務取扱担当者の執務記録の内容を定期的に確

認する。 

３．特定個人情報保護責任者は、必要に応じて特定個人情報等の取扱いに関する

安全対策に関する諸施策について見直しを行い、改善を図るものとする。 

 

第３章 人的安全管理措置 

（職員の監督） 

第９条 本会は、事務取扱担当者が特定個人情報等を取扱うに当たり、必要かつ

適切な監督を行う。 

（職員の教育） 

第 1０条 本会は、事務取扱担当者その他の職員に対して研修の実施又は情報提

供等を行い、特定個人情報等の適正な取扱いを図るものとする。 

 

第４章 物理的安全管理措置 

（管理区域及び取扱区域） 

第 1１条 本会は、特定個人情報等の情報漏えい等を防止するため、特定個人情

報ファイルを管理する区域（以下「管理区域」という。）及び特定個人情報等を

取り扱う事務を実施する区域（以下「取扱区域」という。）を明確にする。 

（管理区域における安全管理措置） 

第 1２条 管理区域は、特定個人情報等が保管されている金庫とする。 

２．本会は、管理区域以外の区域に、特定個人情報等を保存しない。 

３．本会は、管理区域において保管期限の経過した特定個人情報が削除されてい

ることを確認する。 

（取扱区域における安全管理措置） 

第 1３条 取扱区域とは、事務取扱担当者の机周辺を含む執務室内とする。 

２．本会は、取扱区域において、源泉徴収票等の特定個人情報等が記載された書

面を作成したときは、施錠金庫で保管しなければならない。 

（特定個人情報等の持出し等） 

第 1４条 本会において保有する特定個人情報等を持ち出すときは、次に掲げる

方法により管理する。 
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① 特定個人情報等を含む書類を持ち出すときは、外部から容易に閲覧されな

いよう封筒に入れる等の措置を講じる。 

② 特定個人情報等を含む書類を郵送等により発送するときは、レターパック

等の追跡可能な移送手段等を利用する。 

③特定個人情報ファイルを磁気媒体等又は機器にて持ち出してはならない。 

   

第５章 技術的安全管理措置 

（情報機器の管理） 

第 1５条 本会において使用する情報機器において特定個人情報等を取り扱う

ときは、次に掲げる方法により管理する。 

①  特定個人情報保護責任者は、情報機器を使用して個人番号を取り扱う

事務を処理するときは、情報機器に付与されるパスワードにより、特定

個人情報ファイルを取り扱う情報機器を使用できる者を事務取扱担当者

に限定する。 

② 事務取扱担当者は、情報機器を取り扱う上で、正当なアクセス権を有す

る者であることを確認するため、パスワードにより認証する。 

③  情報システムを外部から侵入する不正ソフトウェアから保護する

ため、情報機器にウイルス対策ソフトウェア等を導入し、定期的に

更新する。 

 第６章 個人番号の取得、利用、廃棄の手順等 

（個人番号の取得） 

第 1６条 本会は、第 3条に規定する事務を処理するために必要がある場合に限

り、本人又は他の個人番号関係事務実施者若しくは個人番号利用事務実施者に

対して個人番号の提供を求めることができるものとする。 

２．個人番号の提供を求める時期は、原則として個人番号を取り扱う事務が発生

したときとする。ただし、個人番号を取り扱う事務が発生することが明らかなと

きは、契約等の締結時に個人番号の提供を求めることができるものとする。 

３. 本会は、本人又は代理人から個人番号の提供を受けたときは、関係法令等

に基づき本人確認を行うこととする。 

（特定個人情報ファイルの作成の制限） 

第 1７条 本会は、第 3 条に規定する事務を処理するために必要な場合に限り、

特定個人情報ファイルを作成するものとする。 
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（特定個人情報ファイルの保存） 

第 1８条 本会は、第 3条に規定する事務が終了するまでの間、特定個人情報等

を保管する。ただし、所管法令等により保存期間が定められているものについて

は、当該期間を経過するまでの間、特定個人情報等を保管する。 

２．特定個人情報等を取り扱う書類等は、特定個人情報等の漏えい、滅失又は毀

損の防止その他の安全管理の確保のため、次に掲げる方法により保管又は管理

する。 

① 特定個人情報ファイルは、パスワードを付与する等の保護措置を講じたう

えでこれを電子媒体（ＵＳＢ等）に保存し、金庫に保管する。 

② 外部へ提供する特定個人情報等を含む書類は、すみやかにこれを提供し、同

控は、施錠された金庫に保管する。 

④ 役職員等から提供を受けた特定個人情報等を含む書類は、特定個人情報フ

ァイルへの転記後すみやかに裁断し、これを保管しない。 

３．特定個人情報ファイルを法定保存期間経過後も引き続き保管するときは、個

人番号に係る部分を消去したうえで保管する。 

（特定個人情報等の提供） 

第１９条 本会にて保有する特定個人情報等の提供は、第 3 条に規定する事務

に限るものとする。 

２．災害等の事由により生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であ

って、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、前項

の規定にかかわらず本会で保有している特定個人情報等を提供することができ

る。 

３．本会にて保有する特定個人情報等については、適法かつ合理的な範囲に限り

開示することとし、特定個人情報等の本人より訂正の申出があったときは、速や

かに対応する。 

４．特定個人情報等が違法に第三者に提供されていることを知った本人からそ

の提供の停止が求められた場合であって、その求めに理由があることが判明し

たときは、第三者への提供を停止する。 

 

（特定個人情報等の削除、廃棄） 

第２０条 本会は、第 1７条第１項に規定する保管期間を経過した書類等につい

て、次の通り速やかに廃棄する。 
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① 特定個人情報等を含む書類の廃棄は、裁断等の復元不可能な手法により廃

棄する。7 

②  特定個人情報ファイルは、記録簿から消去されたことを確認する。 

 

第７章 雑則 

（所管官庁等への報告） 

第 2１条 特定個人情報保護責任者は、特定個人情報等の漏えいの事実又は漏え

いの恐れを把握した場合には、直ちに特定個人情報保護委員会及び所管官庁に

報告する。 

（処分） 

第２２条 本会は、本規程に違反した職員に対して就業規則、契約又は法令に照

らして処分を決定する。 

 

附則 

１．本規程は、平成２７年１２月１０日より実施する。 

 












